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豊
富
な
経
験
と
実

績
を
生
か
し
人
事

労
務
の
相
談
や
労

働
紛
争
の
未
然
防

止
、
解
決
ま
で
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

し
て
い
る
の
が

「
北
海
道
賃
金
労

務
研
究
所
」
だ
。

　

紛
争
解
決
手
続

き
の
代
理
業
務
を

行
え
る
特
定
社
会

保
険
労
務
士
の
石
田
和
彦
代
表
を
筆

頭
に
、
総
勢
13
人
の
社
会
保
険
労
務

士
資
格
保
有
者
が
在
籍
。
上
場
企
業

か
ら
中
小
企
業
ま
で
の
６
０
０
社
の

顧
問
を
務
め
る
。

　

石
田
代
表
は
「
法
令
解
釈
や
汎
用

的
な
情
報
収
集
は
Ａ
Ｉ
で
行
え
ま
す

が
、
何
よ
り
人
間
は
感
情
の
生
き
物

で
す
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
ご
と
に
背

景
が
違
い
ま
す
。
解
決
に
向
け
た
道

筋
選
択
や
交
渉
カ
ー
ド
を
切
る
タ
イ

ミ
ン
グ
は
専
門
家
に
相
談
す
べ
き
で

す
」
と
社
労
士
の
重
要
性
を
強
調
。

　

社
内
ル
ー
ル
な
ど
制
度
設
計
も
担

う
。
特
に
就
業
規
則
が
古
い
ま
ま
で

は
、
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
り
や
す
い
。

「
就
業
規
則
は
雇
用
契
約
の
内
容
と

な
る
た
め
、
法
改
正
は
も
ち
ろ
ん
、

　

近
年
は
Ａ
Ｉ
の
発
達
に
よ
り
経
営

の
悩
み
に
安
易
に
答
え
を
導
き
出
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
労
働

現
場
で
起
き
る
ト
ラ
ブ
ル
は
企
業
ご

と
に
千
差
万
別
で
〝
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
〟

と
な
る
事
象
も
多
い
。
こ
う
し
た
中
、

労
務
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

近
時
の
ト
ラ
ブ
ル
傾
向
に
対
応
で
き

る
よ
う
定
期
的
な
見
直
し
が
必
要
で

す
」（
石
田
代
表
）

　

パ
ワ
ハ
ラ
研
修
依
頼
に
も
対
応
す

る
。「
一
発
ア
ウ
ト
な
セ
ク
ハ
ラ
と

異
な
り
、
パ
ワ
ハ
ラ
の
場
合
は
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
。
管

理
職
が
過
剰
に
心
配
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
佐
々
木
康
晴
社
労
士
。

　

一
方
で
パ
ワ
ハ
ラ
発
生
の
最
大
の

要
因
は
「
管
理
職
に
適
性
の
な
い
人

を
配
置
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」（
石

田
代
表
）
と
語
り
、
人
事
制
度
の
導

入
も
推
奨
す
る
。

　

し
か
し
、
特
に
中
小
で
は
せ
っ
か

く
人
事
制
度
を
導
入
し
て
も
運
用
で

き
て
い
な
い
企
業
も
多
い
。

「
中
小
企
業
向
け
に
は
詳
細
な
人
事

制
度
で
は
な
く
昇
格
に
焦
点
を
絞
っ

た
昇
格
審
査
の
重
要
性
を
提
言
し
て

い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
昇
格
要
件
を

文
章
化
し
て
お
け
ば
、
社
員
自
身
が

客
観
視
で
き
、
若
手
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が
る
」
と
佐

々
木
社
労
士
。

　

Ｍ
＆
Ａ
に
関
わ
る
会
社
の
労
務
相

談
も
増
え
て
い
る
。
買
い
手
側
は
労

働
条
件
や
就
業
規
則
な
ど
を
統
一
し

た
い
が
、
買
収
さ
れ
た
側
の
従
業
員

に
と
っ
て
不
利
益
な
変
更
と
な
る
ケ

ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

「
就
業
規
則
等
の
変
更
に
は
猶
予
期

間
を
設
け
つ
つ
、
全
て
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
に
任
せ
き
り
に
せ
ず
担
当
者
も

誠
意
を
持
っ
て
丁
寧
に
説
明
を
尽
く

す
こ
と
が
重
要
で
す
。
最
後
は
人
と

人
の
向
き
合
い
方
で
決
ま
り
ま
す
。

法
律
論
で
押
し
切
っ
て
も
社
員
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
る
だ
け
、
禍

根
を
残
す
だ
け
」
と
石
田
代
表
。

　

同
事
務
所
で
は
「
開
本
法
律
事
務

所
」
や
「
中
原
圭
祐
公
認
会
計
士
・

税
理
士
事
務
所
」
な
ど
と
連
携
し

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
」
も
形
成
。
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。


